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訓　　　　　令

訓 令 第 三 号

組 合 内 一 般

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 平 成 二 十 一 年 訓 令 第 五 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 令 和 二 年 七 月 十 五 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

愛 知 県 知 事 　 大 村 　 秀 章 　

　 第 十 八 条 た だ し 書 中 ﹁ 又 は 文 案 ﹂ を ﹁ 若 し く は 文 案 ﹂ に 改 め 、 ﹁ 余 白 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂

を 加 え る 。

　 第 十 九 条 第 三 項 中 ﹁ 余 白 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂ を 、 ﹁ 記 載 し ﹂ の 下 に ﹁ 、 又 は 入 力 し ﹂ を

加 え 、 同 条 第 四 項 中 ﹁ 起 案 文 書 ﹂ の 下 に ﹁ ︵ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム に よ り 起 案 し た も の を 除 く 。 ︶ ﹂ を 加 え る 。

　 第 二 十 三 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 　 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 十 八 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム を 利 用 し て 起 案 し た も

の の 不 在 処 理 の 方 法 は 、 別 に 定 め る 。

　 第 三 十 五 条 ︵ 見 出 し を 含 む 。 ︶ 中 ﹁ 及 び 電 子 メ ー ル ﹂ を ﹁ 、 電 子 メ ー ル 及 び 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂ に 改 め る 。

　 第 三 十 七 条 ︵ 見 出 し を 含 む 。 ︶ 中 ﹁ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 及 び ﹂ を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 七 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。
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監　査　公　表
監査公表第 3号

　地方自治法第199条第14項の規定に基づき管理者から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を

公表する。

　　令和 2 年 7 月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋港管理組合監査委員　丹　羽　ひろし　

同　　　　　　　　　　　　山　本　正　雄　

同　　　　　　　　　　　　篠　田　信　示　

　

　令和 2 年監査公表第 1 号分

監　査　結　果 措　　　　　置

指摘事項

〈支出事務〉

　ア 　超過勤務手当において、未支給、支給不足及び過支

給となっているものがあった。

　　　該当箇所　総務部、建設部

　イ 　在勤地出張に係る旅費において、未支給及び過支給

となっているものがあった。

　　　該当箇所　港営部、建設部

指摘事項

〈支出事務〉

　ア　総務部

　　 　未支給については令和元年12月12日に追給の措置を

講じた。

　　 　過支給については令和元年11月29日及び令和 2 年 2

　　月 7 日に戻入及び歳入の措置を講じた。

　　 　今後の防止改善策として、関係規程等の周知を図り、

庶務事務システム誤入力を防止するとともに複数職員

による各申請の確認を徹底する

　　　建設部

　　 　支給不足分については、令和 2 年 2 月 6 日に追給の

措置を講じた。

　　 　今後の防止策として、時間外勤務命令時のみならず、

命令後の再確認も怠らぬようにして正確を期していく

ものである。

　イ　港営部

　　 　過支給については、令和元年12月 4 日に戻入の措置

を講じた。

　　 　今後の防止改善策として、所属職員に関係規程等の

周知を図るとともに、複数職員による確認を徹底する。

　　　建設部

　　 　未支給については、令和元年12月18日に追給の措置

を講じた。

　　 　過支給については、令和元年11月 5 日及び令和 2 年

　　　 2 月25日に戻入の措置を講じた。

　　 　今後の防止改善策として、所属職員に関係規程等の

周知を図るとともに、複数職員による確認を徹底し、

承認時のみならず、承認後の再確認も怠らぬようにし

て正確を期していくものである。
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議　会　事　項
訓 令 第 一 号

議 会 事 務 局

　
名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 平 成 二 十 一 年 訓 令 第 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
令 和 二 年 七 月 十 五 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会

議 長
　
杉 浦
　
孝 成
　

　
第 十 五 条 た だ し 書 中 ﹁ 又 は 文 案 ﹂ を ﹁ 若 し く は 文 案 ﹂ に 改 め 、 ﹁ 余 白 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂

を 加 え る 。

　
第 十 六 条 第 三 項 中 ﹁ 余 白 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂ を 、 ﹁ 記 載 し ﹂ の 下 に ﹁ 、 又 は 入 力 し ﹂ を

加 え 、 同 条 第 四 項 中 ﹁ 起 案 文 書 ﹂ の 下 に ﹁ ︵ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム に よ り 起 案 し た も の を 除 く 。 ︶ ﹂ を 加 え る 。

　
第 二 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 　
前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 十 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム を 利 用 し て 起 案 し た も

の の 不 在 処 理 の 方 法 は 、 別 に 定 め る 。

　
第 三 十 条 の 見 出 し 中 ﹁ 、 フ ァ ク シ ミ リ 及 び 電 子 メ ー ル ﹂ を ﹁ 並 び に フ ァ ク シ ミ リ 、 電 子 メ ー ル 及 び 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ

ェ ア シ ス テ ム ﹂ に 改 め 、 同 条 中 ﹁ 及 び 電 子 メ ー ル ﹂ を ﹁ 、 電 子 メ ー ル 及 び 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂ に 改 め る 。

　
第 三 十 二 条 ︵ 見 出 し を 含 む 。 ︶ 中 ﹁ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 及 び ﹂ を 削 る 。

　 　 　
附
　
則

　
こ の 訓 令 は 、 令 和 二 年 七 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

名 古 屋 港 管 理 組 合 監 査 委 員 告 示 第 二 号

　 名 古 屋 港 管 理 組 合 監 査 委 員 事 務 局 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 平 成 二 十 六 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 監 査 委 員 告 示 第 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

　 　 令 和 二 年 七 月 十 五 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 監 査 委 員 　 丹 　 羽 　 ひ ろ し 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 同 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 山 　 本 　 正 　 雄 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 同 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 篠 　 田 　 信 　 示 　

　 第 十 五 条 た だ し 書 中 ﹁ 又 は 文 案 ﹂ を ﹁ 若 し く は 文 案 ﹂ に 改 め 、 ﹁ 余 白 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂

を 加 え る 。

　 第 十 六 条 第 三 項 中 ﹁ 余 白 ﹂ の 下 に ﹁ 又 は 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂ を 、 ﹁ 記 載 し ﹂ の 下 に ﹁ 、 又 は 入 力 し ﹂ を

加 え 、 同 条 第 四 項 中 ﹁ 起 案 文 書 ﹂ の 下 に ﹁ ︵ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム に よ り 起 案 し た も の を 除 く 。 ︶ ﹂ を 加 え る 。

　 第 二 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 　 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 十 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム を 利 用 し て 起 案 し た も

の の 不 在 処 理 の 方 法 は 、 別 に 定 め る 。

　 第 三 十 条 ︵ 見 出 し を 含 む 。 ︶ 中 ﹁ 及 び 電 子 メ ー ル ﹂ を ﹁ 、 電 子 メ ー ル 及 び 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム ﹂ に 改 め る 。

　 第 三 十 二 条 ︵ 見 出 し を 含 む 。 ︶ 中 ﹁ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 及 び ﹂ を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 程 は 、 令 和 二 年 七 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。

監査委員事項

審 議 会 事 項

　名古屋港審議会委員の委嘱を、下記の者は解かれた。

　　　　　上　原　　　雅　　　（ 6 月10日）

　名古屋港審議会委員に、下記の者が委嘱された。

　　　　　小　鹿　邦　博　　　（ 6 月19日）
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雑　　　　　報

発行所　名古屋市港区港町１番11号

名 古 屋 港 管 理 組 合

新 旧 氏　　名

総務部付参事 （再　任　用） 岩 間 初 彦

総務部担当課長（歴史的資料管理担当） 退職派遣（名古屋港鉄鋼埠頭派遣） 後 藤 浩 一

（以上 7 月 1 日）


